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「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」

と「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」の
有
効
期
限
は
、７
月
31
日
で

す
。新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。届
い
た
ら
、

加
入
者
全
員
分
が
あ
る
か
、記
載

内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。現
在
使
用
し
て
い

る
被
保
険
者
証
は
、有
効
期
限
が

過
ぎ
た
ら
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

70
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
保
被
保

険
者
に
は
、高
齢
受
給
者
証
と
被

保
険
者
証
を
一
体
化
し
た「
被
保

険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」を
送

付
し
ま
す
。

※
学
生
用
の
被
保
険
者
証
を
持
っ

て
い
る
人
で
、学
校
を
卒
業
す
る

な
ど
学
生
で
な
く
な
っ
た
場
合

や
、社
会
保
険
に
加
入
す
る
な
ど

し
た
場
合
は
、最
寄
り
の
総
合
支

所
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。手
続

き
に
必
要
な
書
類
は
事
前
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
２
０
２
１
年
３
月
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
被
保
険
者
証
と

し
て
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す

市
民
生
活
部
国
保

年
金
課（
保
険
給
付
係
・
年
金
医
療

係
）
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近
年
、局
地
的
な
大
雨
や
集
中

豪
雨
に
よ
り
、各
地
で
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し

て
い
る
状
況
で
も
、い
つ
災
害
が

発
生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

避
難
所
は
密
閉
、密
集
、密
接
の

３
つ
の
密
の
状
況
に
な
る
恐
れ
が

あ
り
、感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
が
高

ま
り
ま
す
。危
険
な
場
所
に
い
る

人
は
避
難
す
る
こ
と
が
原
則
で
す

が
、避
難
先
は
指
定
避
難
所
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
機
会
に

安
全
な
場
所
に
住
ん
で
い
る
親
戚

や
知
人
宅
な
ど
へ
の
避
難
も
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

　

避
難
所
で
は
、マ
ス
ク
の
着
用

や
手
洗
い
の
励
行
な
ど
、感
染
症

対
策
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

替
え
の
マ
ス
ク
や
体
温
計
、消
毒

液
な
ど
の
感
染
対
策
用
品
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　

災
害
対
応
に
は
、事
前
の
準
備

が
大
切
で
す
。市
が
各
世
帯
に
貸

与
し
て
い
る「
緊
急
告
知
ラ
ジ
オ
」

の
点
検
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
を

活
用
し
て
、事
前
に
指
定
避
難
所

の
場
所
や
経
路
を
確
認
す
る
な

ど
、自
分
で
身
を
守
る
行
動
が
と

れ
る
よ
う
日
頃
か
ら
防
災
へ
の
意

識
を
持
つ
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、洪
水
や
土
砂
災
害
の
場

合
は
、避
難
所
に
避
難
す
る
よ
り

も
自
宅
の
二
階
以
上
に
避
難
す
る

方
が
安
全
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、周
辺
の
状
況
を
確
認
し
て
避

難
し
て
く
だ
さ
い
。

　

災
害
な
ど
の
緊
急
性
の
高
い
情

報
は
、防
災
行
政
無
線
、メ
ー
ル
配

信
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
ほ
か
、緊
急

告
知
ラ
ジ
オ
で
放
送
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、市
内
に
住
民
登

録
の
あ
る
世
帯
主
へ
緊
急
告
知
ラ

ジ
オ
を
貸
与
し
て
い
ま
し
た
が
、

希
望
す
る
市
内
の
事
業
所
に
対
し

て
も
、緊
急
告
知
ラ
ジ
オ
を
無
償

貸
与
し
ま
す
。市

内
に
法
人
登
録
の

あ
る
事
業
所
に
対
し
、１
台
を
無

償
貸
与

※
法
人
登
録
単
位
で
１
台
と
し
ま

す
。事
務
所
、工
場
な
ど
建
物
単
位

で
の
貸
与
で
は
あ
り
ま
せ
ん

申
請
書（
市
公
式

　

市
は
、在
宅
の
高
齢
者
に
対
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困
難

な
人
に
、福
祉
車
両
で
外
出
を
支

援
し
ま
す
。介

助
が
必
要
で
、単
独

で
タ
ク
シ
ー
や
公
共
交
通
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人

▼
１
㌔
当
た
り
１
０
０
円

▼
片
道
30
㌔
以
上
の
場
合
は
超
過

10
㌔
に
つ
き
１
５
０
円

※
福
祉
車
両
の
み
の
貸
し
出
し
は

無
料（
燃
料
は
自
己
負
担
）

病
院
へ
の
通
院
・
入

退
院
、社
会
福
祉
施
設
へ
の
通
所
・

入
退
所
な
ど

　

食
事
・
食
材
の
確
保
、家
庭
内
の

整
理
・
整
頓
や
家
の
周
り
の
手
入

れ
な
ど
、軽
易
な
日
常
生
活
を
援

助
し
ま
す
。65

歳
以
上
で
１
人
暮
ら

し
の
人
、高
齢
者
だ
け
の
世
帯
で
、

日
常
生
活
上
の
援
助
が
必
要
な
人

（
要
支
援
、要
介
護
認
定
者
は
、介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
優
先
し
ま

す
）

▼
生
活
・
家
事
援
助
＝
１

時
間
当
た
り
２
２
４
円
▼
そ
の

他
生
活
援
助
＝
１
時
間
当
た
り

１
０
０
円

　

調
理
が
困
難
な
高
齢
者
に
、栄

養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
提

供
し
ま
す
。65

歳
以
上
で
１
人
暮
ら

し
の
人
、高
齢
者
だ
け
の
世
帯
で

調
理
が
困
難
な
人 

１
食
当
た
り
３
５
０
円

（
週
３
回
を
上
限
）

　

緊
急
通
報
装
置
を
無
料
で
貸
し

出
し
、急
病
な
ど
の
緊
急
事
態
に

迅
速
に
対
応
し
ま
す
。

お
お
む
ね
65
歳
以
上
で

１
人
暮
ら
し
の
人
、高
齢
者
だ
け

の
世
帯
、１
人
暮
ら
し
の
身
体
障

が
い
者

　

紙
お
む
つ
や
介
護
用
品
の
購
入

補
助
と
し
て
、介
護
用
品
支
給
券

を
交
付
し
ま
す
。

常
時
失
禁
状
態
に
あ
る

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、次
の
❶
〜
❸
に
該
当
す
る
人

❶
要
介
護
４
、５
❷
要
支
援
１
、２

ま
た
は
要
介
護
１
〜
３
❸
障
害
者

手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い
る

※
❷
❸
の
人
は
、初
回
申
請
時
の

み「
常
時
失
禁
状
態
に
あ
る
」こ
と

を
証
明
す
る
医
師
の
意
見
書
が
必

要
で
す

▼
❶
月
額
５
千
円
▼
❷

❸
月
額
３
千
円

　

緊
急
の
事
由
に
よ
り
家
族
が
介

護
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
や
、１

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
自
宅
で
生

活
困
難
と
な
っ
た
場
合
な
ど
に
一

時
的
に
宿
泊
を
含
む
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
ま
す（
５
日
以
内
で
、

要
支
援
、要
介
護
認
定
者
は
、介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
優
先
）。

日
帰
り
＝
４
５
８

円
／
宿
泊
＝
６
７
５
円

※
食
費
、ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
は

実
費
負
担

　

高
齢
な
ど
の
た
め
居
宅
で
生
活

す
る
事
が
不
安
な
人
に
対
し
、一

定
期
間
住
居
を
提
供
し
ま
す（
利

用
定
員
10
人
）。

60
歳
以
上
で
１
人
暮
ら

し
ま
た
は
夫
婦
だ
け
の
世
帯
で
、家

族
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

な
人

利
用
者
の
収
入
に
よ
り
金

額
が
異
な
り
ま
す
。食
費
、部
屋
の

電
気
料
な
ど
は
実
費
負
担

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
長
寿
社
会
係
）
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、市

内
に
法
人
登
録
の
あ
る
事
業
所
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
書
類（
法
人

登
記
事
項
証
明
書
や
法
人
市
民
税

申
告
書
の
写
し
な
ど
）を
添
付
し

総
務
課
へ
提
出

※
詳
細
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い総

務
部
総
務
課

（
防
災
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１

☎


